
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  裾野市立須山中学校 いじめ防止基本方針 

1 学校教育目標 たくましく生き抜く生徒、やさしく生き合う生徒の育成 

2  いじめ防止等 

重点目標 

互いをわかり合い、共に生きる生徒の育成 

○規範意識や人権感覚を醸成し、人間関係力を伸長する 

○自他を大切にする心を育てる ～自尊感情と他者理解～ 
 

  生徒一人一人の良さを認め、集団の質を高める指導 

○生徒との人間関係を大切にし、小さな変化・サインを見逃さない 

 

へいｓ 

すべての人の願いである「いじめをなくしたい」の基本理念の下、裾野市教育委員会の「いじめ

防止基本方針」をふまえ、いじめは絶対に許されない行為であるという考え方を、学校全体で徹

底します。また、常に「いじめは、どの生徒にも、どこでも起こりうる」ことを念頭におき、様々

な対策を講じていくことにより、未然防止、早期発見・早期対応に努めるとともに、生徒の心身の

安全を最優先し、全教職員が連携して対応します。生徒が安心して学校生活を送ることができる

よう、学校・家庭・地域・関係機関等が連携して、いじめのない学校づくりを目指します。 

3 いじめ防止等の基本的な考え方  

 

令和 8 年４月版 

いじめとは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍する等、当該生徒と一定の人的関係にあ

る他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）

であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」を言う。なお、起こった場所は

学校の内外を問わない。いじめの表れとして、以下のようなものが考えられる。 

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌な事を言われる 

・仲間はずれ、集団から無視をされる 

・軽く体を当てられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

・体当たりをされたり、叩かれたり、蹴られたりする 

・金品をたかられる 

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

・インターネットや SNS等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた生徒

の立場に立って行うものとする。また、けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生

している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに

該当するかを判断するものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ防止等対策委員会  ： 校長 教頭 教務主任 生徒指導主事 学年部 養護教諭 関係職員 

拡大いじめ防止対策委員会 ： いじめ防止対策委員 PTA代表 学校運営協議会代表 裾野警察署員 

スクールカウンセラー スクールソーシャルワーカー 家庭児童相談員 

(2) いじめの早期発見 

◇全教職員が日頃から生徒とのコミュニ

ケーションを大切にし、良好な人間関係

を構築するとともに、いじめのサインを

見逃さないように努めます。 

 ・教室や授業での様子・部活での様子 

 ・日記等での表れ ほか 

◇アンケート実施により情報収集に努め

ます。 

 ・生活振り返りアンケート    月１回 

 ・Q U            年２回 

◇担任による教育相談 

 ・生徒一人あたり  年間４回 

◇スクールカウンセラー等による観察や

相談 

 ・必要に応じて機会を設定 

※常に情報交換、情報共有を意識して、い

じめ若しくはいじめが疑われる情報が

入ったときは、迅速に適切な対応を行い

ます。 

(1) いじめの未然防止 

◇人権教育の推進 

・道徳教育、情報モラル教育の充実、ＱＵの活用 

 ・他者の価値観を理解、受容する力の伸長 

 ・規範意識の醸成や道徳的判断力の養成 

 ・コミュニケーション能力の伸長 

 ・他者へのいたわりの心の醸成。配慮が必要な生徒に

ついては、その特性を踏まえた適切な支援を行う。 

 ・できたことノートやあげあげタイムを通して自他を

認める心の育成 

◇生徒の自主的自治的な活動の場の設定 

 ・課題解決に向かう自主性を培う 

 ・協力してやり遂げる達成感や喜びを味わう 

 ・思いやりや感謝の心の醸成 

 ・生徒自らいじめを許さない環境作り 

 ・静岡版 SEL の実施 

◇保護者や地域への啓発 

 ・保護者や地域への情報発信と情報収集 

 ・懇談会等での啓発 

◇いじめに関する教職員の研修 

 ・事例研究等、計画的な校内研修 

 ・県、地区等主催の研修会への派遣 

 ・授業において、学び合うことから他者理解を養う教

育の推進 

４  いじめ防止等の対策のための組織 

5  いじめ防止等に関する取り組み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 保護者との連携 
◇常日頃から保護者との良好な関係を築くように努め、いじめに関する情報をはじめ、生徒に関連した 

情報が入りやすい環境作りを進めます。 

◇いじめが起きたときは、学校と保護者の協力・連携体制を調えて問題解決にあたります。 

(5) 関係機関等との連携 
◇生徒がいじめと受け止めた事実は、定期的に裾野市教育委員会に報告します。 

◇いじめが確認された場合は、裾野市教育委員会に報告し、関係諸機関と連携して対応します。 

◇必要に応じて、心理・福祉の専門家や地域の諸団体にも協力を仰ぎ、いじめを受けた生徒および保護

者の支援にあたります。 

◇いじめが犯罪行為として認められたときは、警察に相談し、連携して対応します。また、生徒の生命、

心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると判断される場合は、直ちに警察へ通報するなど、

適切な対応と支援に努めます。 

６ いじめ防止対策年間計画 

(3) いじめへの適切な対応 

 

 

 

 

 

 

いじめの情報への対応 

・いじめやいじめが疑われる情報が入ったときは、迅速に事実確認をします。 

いじめの情報が確認された場合の対応 

・直ちに「いじめ防止等対策委員会」を招集し、解決に向けての方針を立てます。 

・裾野市教育委員会に報告し、迅速な連携をします。 

・方針および確認された情報について教職員が共有し、支援と指導・助言に入ります。 

・スクールカウンセラー等により、関係生徒や保護者のケアを行います。 

いじめられた生徒・保護者への対応 

・いじめを受けた生徒が安心して学校生活

を送れるように、必要な支援を行います。 

・保護者との緊密な情報交換を行い、解消

に向けた協力体制を調えます。 

・解消後の見守りや面談を行います。 

いじめた生徒・保護者への対応 

・断固とした態度で指導にあたり、行った

行為は決して許されるものではないこ

とを自覚させ、深い反省を促します。 

・いじめに至った原因や動機を探り、継続

的に指導・助言し、再発防止に努めます。 

【毎月の取り組み】 

 

○生活振り返りアンケート 

 

 

【年間の取組】 

生徒理解研修 （4月・６月・１１月） 

QU調査   （5月・10月） 

ネット安全・安心講座（１学期に実施予定） 

魅力ある学校づくりプランニング研修（５月・７月・１２月・２月） 

教育相談（生徒のみ）   （４月・６月・10月・２月） 

三者教育相談       （５月・７月・12月） 

スクールカウンセラーとの相談・個別面談（随時） 

学校評価における検証 



 

 

重大事態とは、次のような場合を言います。 

① いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合 

② いじめにより相当の期間（年間で 30日を目安）学校を欠席することを余儀なくさ

れている疑いがある場合 

③ 生徒や保護者から、重大事態に至ったという申立てがあったとき 

 

７ 重大事態への対応 

１ 調査 

 

重大事態が発生した場合（いじめによる重大な被害があったと生徒、保護者から申し

出があった場合を含む）には、裾野市教育委員会（市教委）に報告し、市教委の指示に

従い調査を行います。 

調査組織が市教委の場合は全面協力し、学校の場合は市教委指導の下、事態への対処

や同種の事態の防止に向け、客観的な事実関係を明確にするために調査します。 

調査結果は、市教委が市長に報告すると共に、市教委または学校が、調査結果を基に

重大事態の事実関係などの情報を、いじめを受けた生徒及び保護者に提供します。 

 

２ 各対応 
 

（1） 生徒対応（担当：生徒指導主事） 

・生徒に伝えるべき事実説明をします。 

・今後の学校の方針を説明します。 

・質疑応答をします。 

・関係機関と連携し、生徒の心理的影響の配慮をします。 

（2） 保護者対応（担当：教頭） 

・臨時保護者会を開催します。 

    ・いじめに対する情報の収集、保護者の悩みや不安を傾聴するために、窓口を

設置します。 

（3） 報道陣対応（担当：教頭） 

・いじめの認知や学校が執った措置等について説明します。 

（4） 警察対応（担当：教頭） ※いじめが犯罪である場合 

・情報の共有をします。 

 


